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　改めてこの機会に、障害の有無にかかわらず、誰も
が尊重し支えあえる社会について、シンポジウムに参
加するなどして考えてみませんか。

▶「障害者週間」に関するお問合せは
　内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
　障害者施策担当
　電話　03－ 6257－ 1457　へどうぞ。

平成26年度「障害者週間ポスター」
中学生部門　最優秀賞作品
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個人番号カードの申請について

　日本に住む一人ひとりが自分だけの番号を持つこと
で、暮らしをより便利にすることを目指した「マイナ
ンバー制度」。このマイナンバーの利用が、いよいよ
平成 28年１月からスタートします。

　地域によって異なりますが、概ね平成 27年 11月
末までには、マイナンバーの通知が簡易書留で、皆さ
んのお手元に届きます。この中には、宛名台紙、マイ
ナンバーが記載された「通知カード」、「個人番号カー
ド」の申請書、個人番号カード申請用の封筒、そして
マイナンバー制度の内容などが記されたパンフレッ
ト、この４つの書類が入っています。

マイナンバーの通知が届いたら、
「個人番号カード」を申請しましょう
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　なお、この簡易書留が配達された時に不在であった
方には、専用の不在連絡票が郵便受けなどに投函され
ます。持ち帰られた簡易書留は、配達を担当する郵便
局で原則的に１週間保管され、通常の簡易書留と同じ
ように、自宅や勤務先等への再配達で受け取るか、配
達を担当している郵便局の窓口、もしくは他の郵便局
の窓口で受け取ることができます。詳しくは、連絡票
をご確認ください。
　もし保管期間に受け取れなかった場合は、通知カー
ドは住民票のある市区町村に返送されることになりま
すので、住民票のある市区町村にお問い合わせくださ
い。

　マイナンバーの通知が届いたら、「個人番号カード」
を申請しましょう。個人番号カードは、様々な行政サー
ビスや手続に利用できるほか、公的な身分証明書とし
ても使えますので、持っていると便利です。
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個人番号カードの申請について

　カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、
顔写真、裏面にマイナンバー等が記載されています。

　それでは、個人番号カードの郵送による申請方法を
説明します。

個人番号カード
〈おもて面〉

個人番号カード
〈うら面〉

み
ほ
ん

み
ほ
ん
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　申請の際に必要となるのは、マイナンバー通知の簡
易書留に同封されている個人番号カード申請書と申請
用封筒です。

　申請書には、電話番号などを記載する欄や氏名の点
字表記の希望欄があります。必要事項を書き込み、申
請者本人が署名するか記名押印をし、顔写真を貼った
ら、申請用封筒に入れ、郵便ポストに投函します。
　なお、郵送だけでなく、パソコンやスマートフォン
によるオンライン申請も可能です。

　続いて、受取方法を説明します。個人番号カードを
申請すると、平成 28年１月以降、準備ができ次第、
各市町村から受取期限と受取場所が記された「交付通
知書」が郵便で届きます。
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個人番号カードの申請について

　個人番号カードの受取は、基本的に申請者本人が行
います。受取の際には、交付通知書、マイナンバーの
通知カード、そして健康保険証や身体障害者手帳など
本人を確認できる書類、ご自分で決めた暗証番号が必
要です。

　なお、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個
人情報の取得を行おうとする事案も報告されていま
す。不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意
してください。

▶…「通知カード」「個人番号カード」に関することや、…
その他マイナンバー制度に関するお問合せは、
　マイナンバー総合フリーダイヤル
　0120－ 95－ 0178　へどうぞ。
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　「いじめを受けているので学校に行きたくない」「友
達が親に暴力を振るわれているようだ」。児童・生徒
の皆さんの中に、そんな悩みや心配事を抱えている人
はいませんか。

　そんなときは、24 時間子供 SOS ダイヤルへ相談
してください。24時間子供 SOSダイヤルは、「全国
どこからでも」、そして「休日」や「深夜」でも、24
時間 365 日、児童・生徒からの相談を受け付けてい
ます。
　24時間子供 SOSダイヤルには、平成 26年度の１
年間でおよそ 16,000 件の相談が寄せられました。

児童・生徒のための
24時間子供 SOSダイヤル。
一人で悩まずいつでも電話を！
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24時間子供ＳＯＳダイヤル

　その内容は、いじめ、学校への不満、虐待、将来へ
の不安など様々です。相談には、臨床心理士や教育に
携わっている人など、信頼できる相談員が親身になっ
て応じてくれます。
　相談する時は、匿名で相談員に話をするだけでも大
丈夫です。ただ、もしいじめを解決したいという相談
だったり、命にかかわるような緊急の場合には、本人
の了承を得てから、様々な機関と連携して対応するこ
ともあります。
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　過去には、同級生からのいじめを受けているという
相談があり、相談者の許可を得て、通っている小学校
へ連絡しました。小学校では会議を開いていじめを防
ぐ体制づくりを整え、解決したという例もあります。
また、自殺など命にかかわる相談の場合には、スクー
ルカウンセラーやソーシャルワーカーなどと連携し、
心のケアや支援にあたったケースもあります。
　24 時間子供 SOS ダイヤルは、相談者の状況にあ
わせて対応してくれます。「話したい」と思った時に、
いつでもどんな些細なことでも相談してください。通
話料はかかりますが相談は無料で、携帯電話からも利
用できます。一人で悩みを抱え込まず、いつでも気軽
に電話してください。

▶24時間子供 SOSダイヤルは
　電話　0570－ 0－ 78310
　ゼロゴーナナゼロ ゼロ ナヤミイオウ　へどうぞ。
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裁判員制度について

　裁判員制度は、国民の中から選ばれた６名の裁判員
が刑事裁判に参加し、３名の裁判官とともに被告人が
有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするのか
を決める制度です。

　平成 21年５月から開始され、平成 27年７月末の
時点でおよそ６万人の方が裁判員や補充裁判員を経験
されました。経験された方へのアンケート結果によれ
ば、95％以上の方が、「よい経験と感じた」と答えて
います。「幅広い年齢層の人や様々な職種の人が集まっ
て、１つの目的に向かって進めていくのはいい経験に
なった」などの感想も寄せられています。

誰もが安心して参加できる裁判員制度へ。
毎年 11月は翌年の裁判員候補者名簿に
登録された方への通知時期です
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　それでは、裁判員が選ばれるまでには、いくつかの
ステップがありますので、その流れを説明します。
　まず毎年 11月中旬ころ、裁判員候補者名簿に登録
された方に、通知が届きます。裁判員候補者名簿とは、
20歳以上の選挙権のある方の中から、翌年の裁判員
候補者となる方をくじで選び、それをもとに地方裁判
所ごとに作成した名簿のことです。
　その裁判員候補者名簿に登録された方には、「来年、
あなたは裁判員に選ばれる可能性があります」という
通知が封書で届きます。
　この封筒の中には、裁判員制度についてわかりやす
く解説しているパンフレットや裁判所やコールセン
ターの連絡先が記載された書面などが同封されていま
す。パンフレットには音声コードも付いていますので、
視覚に障害のある方も音声で通知の内容を知ることが
できます。
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裁判員制度について

　また、通知には「調査票」も同封されています。こ
れは、通知を受けた裁判員候補者の方に明らかに１年
を通じて辞退が認められる事情があるかなどをあらか
じめお知らせいただくためのものです。裁判員制度は
広く国民に参加していただく制度ですので、原則とし
て辞退はできませんが、調査票の回答内容によっては、
辞退が認められる場合もあります。

裁判員候補者名簿に登録された方には
11月中旬にこの封筒が届きます。
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　次に、裁判員制度の対象となる事件ごとに、裁判員
候補者名簿の中から、くじにより、その事件の裁判員
候補者が選ばれます。選ばれた方には原則として６週
間前までに、裁判所に来ていただく日程が記載された
「裁判員等選任手続期日のお知らせ」が送られます。
　このお知らせには「質問票」も同封されており、裁
判に参加することに支障があるかどうかをお尋ねしま
す。そして、お知らせした選任手続期日に候補者の中
から裁判員を選ぶための手続きが行われ、最終的に裁
判員６名と、必要な場合は補充裁判員が選ばれます。
選ばれた裁判員は、３人の裁判官と共にその事件の法
廷での審理に立ち会い、評議で意見を述べ、被告人が
有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするかを
判断します。
　視覚に障害のある方の中には、「裁判員に選ばれた
らどうしよう」と不安を覚えている方もいらっしゃる
かもしれません。
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裁判員制度について

　しかし、そもそも裁判員裁判では、言葉でのやりと
りを中心としたわかりやすい裁判になるよう配慮され
ています。それに加え、裁判所では、障害を持った方
が裁判員の職務を行うにあたって、負担をできるだけ
少なくするためにさまざまな工夫をしています。例え
ば、裁判官の隣に視覚に障害がある方の席を置くなど
して裁判官が必要な説明を行えるようにしています。
また、写真や図面などの証拠については口頭で補足説
明をしていますし、その他の書類についても、必要に
応じて点字に翻訳することもあります。
　実際に、今まで視覚に障害のある方で裁判員として
職務を行われた方もいらっしゃいますので、安心して
ください。

　視覚に障害があるため、裁判員としての仕事をした
り裁判所に行くことについて少しでも心配な点がある
場合は、連絡があった裁判所にご相談ください。
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　裁判員制度は、幅広い年齢や職業の方が参加するこ
とにより、それぞれの感覚や経験に根ざした多様な意
見を裁判に反映してこそ、その良さが発揮できます。

　障害の内容によってはご無理をしていただく必要は
ありませんが、裁判イコール難しい、自分にはつとま
らないなどと考えず、裁判員候補者になった場合には、
貴重な体験をするよい機会と前向きに捉え、ご参加く
ださい。

▶裁判員制度に関する一般的なお問合せは
　法テラスサポートダイヤル
　電話　0570－ 078374
　または
　最高裁判所　
　電話　代表番号　03－3264－ 8111　へどうぞ。
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警察相談専用電話＃9110

　近年、警察に寄せられる相談は次第に増加しており、
平成 26年中はおよそ 191 万件となっています。こ
のように、事件や事故には至っていないけれど日常生
活で不安や心配事を抱えている人は決して少なくあり
ません。110 番するような緊急性はないけれど警察
に相談したい、そんな時に皆さんの力になってくれる
のが警察相談専用電話＃ 9110です。

　では、＃ 9110と 110番はどう違うのでしょうか。
110 番は、今すぐ警察官に駆けつけてもらいたい事
件や事故などを受け付ける緊急通報用電話です。

暮らしの安全に関する心配事は、
警察相談専用電話♯ 9110へ
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　緊急ではない相談などが 110 番に寄せられると、
緊急通報に対する警察の対応が遅れてしまい、生命・
身体の保護に支障を生じる恐れがあります。そこで、
急を要しない照会や相談などは♯ 9110 で受け付け
ています。主な相談内容は、男女間や友人知人間の暴
力、息子が賭け事にはまって困っているなど家庭内の
悩みや職場での人間関係、振り込め詐欺などの刑事事
件、インターネットによるサイバー犯罪など、実にさ
まざまです。
　では、視覚に障害のある方からの相談が解決に至っ
た事例をご紹介しましょう。視覚障害者の方が通行中
に人と衝突してしまい、その人が持っていたものが落
ちて壊れてしまいました。そして、その責任を問われ、
高額な代金を要求されました。しかし、警察で調査し
てみるとその人はわざとぶつかって金銭を要求してい
ることがわかり、詐欺未遂で検挙されて被害を未然に
防ぐことができました。
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警察相談専用電話＃9110

　また、歩道の点字ブロックの上に柵を置いていた店
舗管理者に対して、視覚障害者の安全な通行の妨げに
なることを説明し、柵が撤去された事例もあります。

　♯ 9110 は全国共通の電話番号で、電話をかける
とその地域を管轄する各都道府県の警察総合相談室な
どに直接つながります。相談を受ける専門の職員が相
談者のプライバシーや心情、境遇に配慮しながら、犯
罪や事件を未然に防ぐための助言や指導を行います。
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　内容によって、少年相談窓口やサイバー犯罪窓口な
ど、より適した専門相談窓口を紹介する場合もありま
す。なお、相談者が希望すれば、匿名で相談すること
も可能です。
　受付時間は、各都道府県警察本部により異なります
が、基本的に平日の午前８時 30分から午後５時 15
分です。土曜・日曜日、祝日及び時間外は、24時間
受付体制の一部の県警を除き、当直または留守番電話
で対応します。通話料は利用者の負担で、携帯電話も
利用できますが、ダイヤル回線や一部の IP 電話から
は利用できませんのでご注意ください。
　なお、警察への相談は、♯ 9110 のほか、最寄り
の警察署においても対応しておりますので、気軽にご
相談ください。

▶生活の安全に関する不安や悩みは
　警察相談専用電話　♯ 9110　へどうぞ。



点字の読み方一覧表

● －
－ －
－ －

● －
● －
－ －

● ●
－ －
－ －

● ●
● －
－ －

－ ●
● －
－ －

ア イ ウ エ オ
● －
－ －
－ ●

● －
● －
－ ●

● ●
－ －
－ ●

● ●
● －
－ ●

－ ●
● －
－ ●

カ キ ク ケ コ
● －
－ ●
－ ●

● －
● ●
－ ●

● ●
－ ●
－ ●

● ●
● ●
－ ●

－ ●
● ●
－ ●

サ シ ス セ ソ
● －
－ ●
● －

● －
● ●
● －

● ●
－ ●
● －

● ●
● ●
● －

－ ●
● ●
● －

タ チ ツ テ ト
● －
－ －
● －

● －
● －
● －

● ●
－ －
● －

● ●
● －
● －

－ ●
● －
● －

ナ ニ ヌ ネ ノ
● －
－ －
● ●

● －
● －
● ●

● ●
－ －
● ●

● ●
● －
● ●

－ ●
● －
● ●

ハ ヒ フ ヘ ホ
● －
－ ●
● ●

● －
● ●
● ●

● ●
－ ●
● ●

● ●
● ●
● ●

－ ●
● ●
● ●

マ ミ ム メ モ
－ ●
－ －
● －

－ ●
－ －
● ●

－ ●
－ ●
● －

ヤ ユ ヨ
● －
－ ●
－ －

● －
● ●
－ －

● ●
－ ●
－ －

● ●
● ●
－ －

－ ●
● ●
－ －

ラ リ ル レ ロ
－ －
－ －
● －

－ －
－ ●
● －

－ －
－ ●
● ●

ワ ヲ ン

－ ●
－ ●
● ●

● －
－ －
－ －

● －
● －
－ －

● ●
－ －
－ －

● ●
－ ●
－ －

● －
－ ●
－ －

● ●
● －
－ －

● ●
● ●
－ －

● －
● ●
－ －

－ ●
● －
－ －

－ ●
● ●
－ －

数符 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

－ －
● ●
－ －

－ －
● －
－ －

－ －
● ●
－ ●

ー
長音

ッ
促音

。
句点

－ －
－ ●
－ ●

－ －
● ●
● ● 〜

－ －
● ●
● ●

、
読点

（　　　　）
丸カッコ

－ －
－ ●
－ －

－ －
－ －
● ● 〜

－ －
－ －
● ●

・
中点

「　　　　」
カギカッコ

－ －　● －
－ ●　－ －
－ －　－ ●

－ －　● －
－ ●　● －
－ －　－ ●

－ －　● ●
－ ●　－ －
－ －　－ ●

－ －　● ●
－ ●　● －
－ －　－ ●

－ －　－ ●
－ ●　● －
－ －　－ ●

ガ ギ グ ゲ ゴ
－ －　● －
－ ●　－ ●
－ －　－ ●

－ －　● －
－ ●　● ●
－ －　－ ●

－ －　● ●
－ ●　－ ●
－ －　－ ●

－ －　● ●
－ ●　● ●
－ －　－ ●

－ －　－ ●
－ ●　● ●
－ －　－ ●

ザ ジ ズ ゼ ゾ
－ －　● －
－ ●　－ ●
－ －　● －

－ －　● －
－ ●　● ●
－ －　● －

－ －　● ●
－ ●　－ ●
－ －　● －

－ －　● ●
－ ●　● ●
－ －　● －

－ －　－ ●
－ ●　● ●
－ －　● －

ダ ヂ ヅ デ ド
－ －　● －
－ ●　－ －
－ －　● ●

－ －　● －
－ ●　● －
－ －　● ●

－ －　● ●
－ ●　－ －
－ －　● ●

－ －　● ●
－ ●　● －
－ －　● ●

－ －　－ ●
－ ●　● －
－ －　● ●

バ ビ ブ ベ ボ
－ －　● －
－ －　－ －
－ ●　● ●

－ －　● －
－ －　● －
－ ●　● ●

－ －　● ●
－ －　－ －
－ ●　● ●

－ －　● ●
－ －　● －
－ ●　● ●

－ －　－ ●
－ －　● －
－ ●　● ●

パ ピ プ ペ ポ

－ ●　● －
－ －　－ －
－ －　－ ●

－ ●　● ●
－ －　－ －
－ －　－ ●

－ ●　－ ●
－ －　● －
－ －　－ ●

－ ●　● －
－ ●　－ －
－ －　－ ●

－ ●　● ●
－ ●　－ －
－ －　－ ●

－ ●　－ ●
－ ●　● －
－ －　－ ●

キャ キュ キョ ギャ ギュ ギョ
－ ●　● －
－ －　－ ●
－ －　－ ●

－ ●　● ●
－ －　－ ●
－ －　－ ●

－ ●　－ ●
－ －　● ●
－ －　－ ●

－ ●　● －
－ ●　－ ●
－ －　－ ●

－ ●　● ●
－ ●　－ ●
－ －　－ ●

－ ●　－ ●
－ ●　● ●
－ －　－ ●

シャ シュ ショ ジャ ジュ ジョ
－ ●　● －
－ －　－ ●
－ －　● －

－ ●　● ●
－ －　－ ●
－ －　● －

－ ●　－ ●
－ －　● ●
－ －　● －

－ ●　● －
－ ●　－ ●
－ －　● －

－ ●　● ●
－ ●　－ ●
－ －　● －

－ ●　－ ●
－ ●　● ●
－ －　● －

チャ チュ チョ ヂャ ヂュ ヂョ
－ ●　● －
－ －　－ －
－ －　● －

－ ●　● ●
－ －　－ －
－ －　● －

－ ●　－ ●
－ －　● －
－ －　● －

－ ●　● －
－ ●　－ －
－ －　● ●

－ ●　● ●
－ ●　－ －
－ －　● ●

－ ●　－ ●
－ ●　● －
－ －　● ●

ニャ ニュ ニョ ビャ ビュ ビョ
－ ●　● －
－ －　－ －
－ －　● ●

－ ●　● ●
－ －　－ －
－ －　● ●

－ ●　－ ●
－ －　● －
－ －　● ●

－ ●　● －
－ －　－ －
－ ●　● ●

－ ●　● ●
－ －　－ －
－ ●　● ●

－ ●　－ ●
－ －　● －
－ ●　● ●

ヒャ ヒュ ヒョ ピャ ピュ ピョ
－ ●　● －
－ －　－ ●
－ －　－ －

－ ●　● ●
－ －　－ ●
－ －　－ －

－ ●　－ ●
－ －　● ●
－ －　－ －

－ ●　● －
－ －　－ ●
－ －　● ●

－ ●　● ●
－ －　－ ●
－ －　● ●

－ ●　－ ●
－ －　● ●
－ －　● ●

リャ リュ リョ ミャ ミュ ミョ

● －
－ －
－ －

● －
● －
－ －

● ●
－ －
－ －

● ●
－ ●
－ －

● －
－ ●
－ －

● ●
● －
－ －

● ●
● ●
－ －

● －
● ●
－ －

a b c d e f g h
－ ●
● －
－ －

－ ●
● ●
－ －

● －
－ －
● －

● －
● －
● －

● ●
－ －
● －

● ●
－ ●
● －

● －
－ ●
● －

● ●
● －
● －

i j k l m n o p
● ●
● ●
● －

● －
● ●
● －

－ ●
● －
● －

－ ●
● ●
● －

● －
－ －
● ●

● －
● －
● ●

－ ●
● ●
－ ●

● ●
－ －
● ●

q r s t u v w x
● ●
－ ●
● ●

● －
－ ●
● ●

－ －
－ ●
－ ●

－ －
－ －
－ ●

－ －
● －
● ● 〜

－ －
－ ●
● ●

y z 外字符 大文字符 外国語引用符

五十音

符 号

数字記号

濁音・半濁音

拗音（ようおん）

アルファベットと英文符号



この広報誌は、「政府広報オンライン」でも
お知らせしています。
また、他のテーマもあわせ、音声による
ご案内もしています。

▶政府広報オンライン
　○点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」

ふれあいらしんばん … 検索

　○音声広報ＣＤ「明日への声」
明日への声 … 検索
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